
22-03-14;16:13 #2/79

令和3年(ネ)第165号 損害賠償請求控訴事件

控訴 人兼被控訴人(第1審 原告)

控訴 人(第1審 原告)

被控訴人(第1審 原告)

被控訴人兼控訴人(第1審 被告)

佐藤敏彦 外1271名

酒井美幸 外29名

鹿 目晴美 外168名

東京電 カホール ディングス株式会社

直送済

外1名

控 訴 答 弁 書(1)

(「控訴理由書(責 任論②)」 について)

令和4年3月14日

仙台高等裁判所第2民 事部 御中

被控訴人兼控訴人(第1審 被告)東 京電力ホールディングス株式会社
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控訴の趣旨に対する答弁

1一 審被告粛京電力ホールディングス株式会社に対する本件控訴を棄却する

2控 訴費用は一審原告らの負担とする

との判決 を求める。

一審原告ら控訴理由書(費 任論②)に 対ずる一審被告東電の反論1

第1民 法709条 と原賠法3条1項 との関係(一 審原告 ら控訴理 由書(責 任論②)

3～4買 及び6～10頁 に対する反舗)

1一 審原告 らの主張の概要

控 訴人兼被控訴 人佐藤敏彦 ら(以 下 「一審原告 ら」とい う。)は 、その令和

3年 ユユ月30日 付け控訴理 由書(責 任論②)(以 下、 「一審原 告 ら控訴理 由

書(責 任瞳②)」 という。>3～4頁 にお いて、概要、以下 のとお り述べて、

民法709条 の適用が排除されるぺきではない、と主張する。

①

②

「原賠法が、原子力事業者 にのみ無過失責任 を負わせ、過失ある第三

者へ の求償 を認めず、被害弁償 について政府援助 を行 う制度 を定めた

のは、被害者保護 を遺漏な く実現するためであって、被害者の請求 を

制限す る趣旨とは考え難」い。

「原賠法が、原子力事故 によって極めて甚大深刻な被害 を負 う被害者

の保護を図るため に定め られていることか らすれば、民法上 の不法行

為責任 と原賠法上の無過失責任 とは併存す ると解 し、いずれ の請求権

|一 審原告 らの令和3年11月30日 付け控訴理 由書(責 任論①)は
、被控訴人兼控訴人国に

対する主張であるため、本控訴答弁書においては反論を行わない。

1
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を行使するか は被害者 の選択 に委ね られ ると解する ことar:そ、原子力

事故被害者 の保護 に資するというべきで、原賠 法の趣旨にかなう解釈

である」。

2一 審被告東電の反論

以下に述ぺ るとお り、一審原告 らの上記主張はいずれ も理 由がな く、本件 に

おいて民法709条 は適用 されない。

m原 賠法 の趣 旨及び 目的 に鑑みれ ぱ、原賠法3条1項 が適用 される場合 に

はs民 法709条 の適用は排除され る

ア 原賠法は、責任集 中の原則 を採用 し、原子 力事業者 において同法3条

に基づ く賠償責任が認め られる場合 にお いては、原子 力事業者以外の者

は損害賠償責任 を負わず(同 法4条1項)、 原子炉等の欠陥が原子 力損

害 の発生に寄与 した場合で あって も製造物責任法 は適用 されず(同 法4

条3項)、 また、原子 力損害の発生 について有責な第三者へ の求償は、

当該第三者 に故 意があ る場合に限 られて いる(同 法5条1項)。 原賠法

が このような責任集中の原則 を定めた趣 旨は、(i)原 子力損害に対する

責任 を原子力事 業者 に集 中させ ることで、設計者や請負業者 、部品供給

者等の第三者が損害賠償責任又は求償 責任 を負うことを可及 的に回避 し、

原子力事業の健全な発達を促進す ることに加え、(ii)上 記第三者が賠償

責任又は求償責任 を負 う場合には、当該第三 者が賠償貴任保 険契約 を締

結する ことを余儀な くされ るとごろ、 これ によつて保険 の引受能 力が細

分化 し、被害者 保護が全 うできな くなるおそれを回避す る、 といった点

にあると解 され る(乙C65・17～18頁 及び乙C66・32頁.原

2
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判決384頁 も同 旨2)。

イ また、原賠法は、原子力事業者の無限責任を規定 しつつ(同 法3条1

項本文)、 「第三条の規定 によ り損害 を賠償する責めに任ずぺき額」が、

原子力事業者が講 じた損害賠償措置額(同 法6条 、7条)を 超 えた場合

には、政府が原子 力事 業者 の損害賠償のために必要な援助 をする ことを

定めて いる(同 法16条1項)。 原賠法が これ らの規定 を定めた趣 旨は、

国の財政能力と被害者救済 の均衡 を取 りつつ、原子 力事業者の無過失責

任 を実現する点にあった と解 される(乙C66・35頁 、乙C67・1

3～14頁)s。

ウ 上記 の定めにもかかわ らず、原子 力損害について民法709条 を根拠

に原子力事業者の貴任 が肯定 され るとすれぱ、当該原子 力損害につ いて

責任 を有する原子力事業者以外 の第三者 につ いて も、民法709条 に基

づ く損害賠償責任や、原子力事業者 に対す る求償責任 を負 うことにな り

かねず、責任集 中の原則 を定めた趣 旨が損なわれ、原子 力事 業の健全な

発達が 阻害され る,加 えて 、民法709条 を根拠 とする損害賠償額は、

「第三条の規定 によ り損害 を賠償す る責めに任ずべき額」ではないこと

か ら、上記 「イ」の政府による必要な援助がなされない ことにな り、被

害者保護に資 さないことは 当然の こと、原子 力事業者にお いて も、自 ら

講 じた損害賠償措置額(同 法6条 、7条)を 超 えた予測不能な賠償等 の

負担 を負 うことにな りかねず、原子 力事業者 にお いて事前 に自らが負担

すぺき賠償額 を合理的な範 囲で予測 できなければ、原子 力事業の健全な

2横 浜 地判平成31年2月20日Westlaw

O2209004も 同旨。

R前 掲注2)横 浜地 判 も同旨 b

Japan文 献番号2019WLJPCA

3
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発達が阻害され るe

そうであるか らこそ、原賠法は、 「原子 力損害が生 じた場合にお ける

損害賠償 に関する甚本 制度」(同 法1条)を 定める ことによ り、民法7

09条 の適用 を排除しているのである。

{2)行 政解釈においても民法709条 の適用が排除されると解されている

科 学技 術庁 原子 力局監 修 の 「原子 力損 害賠 償 制度」(乙C1)に お いて、

「第 二章(一 一審 被 告東電 注:原 賠 法3条 ～5条)は 、 民法 の損 害賠 償 に関

す る規 定 の特 例 で もあ る,… …;709-・ 法行 論 のktt'件 、 。715

条(使 用者 の 任)、716条(i'の 任)び717条(土 地

の工作物等の占有者 び所有者の責任)が 本章(一 審被告東電注:原 賠法

3～5の に よ っ て　 ilY.kされ る」(同52頁 。 な お 、 下 線 部 は 一

審被告東電による。)と 明記 され てお り、行政解釈 として、原子力損害 に

ついて民法709条 の適用は排除 される旨が明 らかにされている.

㈲ 原 子力損害について民法709条 を適用する裁判例は皆無である

上記 「② 」の行政解釈 のみな らず、司法においても、原子力損害 につ い

て民法709条 の適用 を排除するとの判断が広 く示されている。

すなわ ち、本件事故に関する集団訴 訟においては、複数の裁判所 におい

て多数の判決が下されて いるが、民法709粂 の適用 を認めた判決は皆無

である4。

また、本件事故 とは関係のない複数の裁判例 において も、原子力損害 に

4例 えば、高松 高判 令和3年9月29日 令 和元年(ネ)第164号 等(判 例集 、デー タベース

等 未 搭載)、 東京 高判 令和3年1月21日Westlaw　 Japan文 献番 号2021W

LJPCAOl219010、 東京 高 判令 和3年2月19日 平成29年(ネ)第5558号

等(判 例集 、 デー タ ベー ス等未 搭 載)、 仙台 高判 令和2年3月12日 判時2467号27頁

にお いて も、民 法709顯 の適用 は排 除 され て いる。

4
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っいて民法709条 の適用は排除されている。

例えば、(i)水 戸地判平成20年2月27日 判例時報2003号67頁

において は、 「原賠法 に規定す る原子力損害の賠償責任 は、……民法の損

害賠償貴任 に関する特則 であ り、民法上の債務不履行 又は不法行為の責任

発生要 件に関する適用は排除 され、その類推適用 の余地 もない」 とされて

お り(控 訴審である東京高判平成21年5月14日 判時2066号54頁

において も、当該判断は維持 されている。)、 また、 ぽ)東 京地判平成1

6年9月27日 判時1876号34頁 にお いて も、 「原告 が被告の 「原子

炉の運転等」以外 を加害原因 として主張 していない本件にお いては、原賠

法三条一項 による無過 失賠償 貴任 と別個 に民法七〇九条による賠償責任が

成立する余地はな」いとされ ている(控 訴審であ る東京高判平成17年9

月21日 判 時1914号95頁 にお いて も、 当該判 断 は維 持 され て い

る。)。

(4}小 括

以上の とお り、原賠法 の趣 旨に鑑みれぱ、原賠法3条1項 が適用 され る

場合 には民法709条 の適用 は排除される。 この ことは、行政解釈や裁判

例 において も広 く認 め られてお り、一審原告 らの主張 が認 め られる余地 は

ない。

第2慰 謝 料増額事 由の考え方(一 審原告 ら控訴理由書(責 任論②)11～30頁 に

対する反論)

1一 審原告 らの主張の概要

一一一ge原告 らは 、慰 謝料 増額 事 由の考 え方 につ いて、 概要 、以 下 の とお り主 張

5
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す る 。

①

②

③

④

被害者 の精神 的苦痛 を強めると考 え られる事由が あれ ぱ、慰謝料の増

額 を否定する理由はな く(2005年 版損害賠償額算定基準下巻51

頁)、 「軽微 とはいえない程度」の過失でも慰謝料の増額は認め られ る

べきである(一 審原告 ら控訴理由書(責 任論②)11頁 、29頁)。

2005年 版損害賠償算定基準下巻52頁 では、「加害者 の過失の重大

さ、事故態様 の悪質 さは被 害者 の精神的損害 を高め るとい えます か

ら、それ らが増額事由にな ることは明 らかですb」 として、 「過失の重

大さ」 に加えて、「事故態様の悪質さ」 も慰謝料増額事由に該当すると

して いるため、事故態様が悪質な場合 にも慰謝料増額が認め られるべ

きである(一 審原告 ら控訴理由書(責 任論②)1Z頁 、30頁)。

2005年 版損害賠償算定基準下巻47～53頁 及び202ユ 年版損

害賠償額算定基準上巻223頁 では、 「加害者の不誠実な態度」 も慰 謝

料増額事 由になる(一 一審原告 ら控訴理由書(責 任論②)30頁)。

原賠法が 「被害者 の保護」 を 目的 としつ つ 「原子 力事 業の健全な発

達」 を目的 としていること(一 審原告 ら控訴理 由書(責 任論②)6～

13頁)に 照 らせ ば、再発防止の観点か ら、損害額の算定において制

裁的加算 もな されて しかるべ きである ←一審原告 ら控訴理由書(責 任

論②)12頁 、30頁 、44頁)。

2一 審被告東電の反論

以下 に述べるとお り、一審原告 らの上記主張 にはいずれ も理由がない。

(1)原 賠法の下では、原子力寧業者の主観的事情は慰謝料額の算定において

考慮されない

6
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原賠法 は、被害者保護のみ な らず、原子 力事 業の健全な発展 も目的 とす

るものである(同 法1条)。

すなわち、原賠法の制度は、(i)原 子力損害の被害者が、実質的 に資力

の制限を受けない原子力事業者のみを相手方 とし、原子 力事故 の内容や 原

子 力事業者 の主観的事情 にっき主張立証の負担 を課 さない ことで、迅速 か

っ適切 に賠償 を得 ることがで きるようにして、被害者の保護を図 り、そ の

一方で、(ii)原 子力損害の賠償額が早期に確定されることによ り、原子力

事業者に予測不能な賠償等の負担を生 じさせないよ うにして、原子 炉の運

転等 に係 る事業の円滑な運営 の確保 を図 り、原子力事 業の働全な発達 を促

進 させることをその趣 旨としている。

このよ うな原賠法の規定内容や趣旨に照 らす と、そ もそ も、原賠法は、

原子 力事業者 の主観 を間 うことを想定 して いな い(以 上 につき、本件事故

に関す る東京地判令和2年 ユ0月9日 平成26年(ワ)第5697号 等

(判例纒 ・データベース等未搭載)(乙C68)779～781頁 参照5)。

(2}仮 に原子力事業者の主観的事情を慰謝料算定 に当たって考慮できるとし

ても、極めて限定的な場合である

上記 「(1)」の とお り、原子 力事業者の主観 的事情 は、慰謝 料額 の算定

に当た り考 慮できない。つま り、原子力事業者 の主観 的事情 については、

既 に無過央責任 の中で評価 されて お り、それ とは別 に慰謝料の増額 を認

める必要 はない ことが大原則で ある。

それにもかかわ らず、仮 に無過失賠償責任制度の下 にお いて も、例外的

5同 判決は
、 「原賠法3条1項 の規定内容及びその趣旨に照らす と、被告束電が当該規定によ

り負 うこととなる損害賠償責任は、生命又は身体に対する損害を伴わない精神的損害 に関 し、

原子 力事業者 の故意又は重過失(そ れ らを基礎づ ける事情 を含む。)が 認め られる ことに

よって加重されるものではな く、当該故童及び重過失(そ れ らを基礎づける事情を含 む。)

の存在 ・内容は、いずれ も慰謝料の増額事由とはならない」 と結諭付けている。

7
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に、賠償 責任者 側の主観 的事情 を慰謝料額の算定 に当たって考慮 する と

い うのであれ ば、当該主観 的事情が、具体 的な被侵害利益 との関係 にお

いて 、精神 的苦痛 の大 き さに有意 な影響 を及 ぼ した といえる ことが不 可

欠で ある。具体 的に言 えば、原子 力事業 者の主観的事情 を精神的損害 の

金銭評価 にお いて考慮す る とい うのであれぱ、単 に過失が あづた とい う

のみで は不十分であ り、(i)一 一審被 告東電 に故意 又は故意 と同視で きる

重過失が ある ことに加え、(ii}一 審原告 らが 当該故意又は重過失 を基礎

づけ る具体的な根拠 事実 を認識可能 であって、当該認識 によ り一審原告

らの精神的苦痛 に有意な影響が生 じた ことが具体 的 に主張立証されな い

限 り、原子力事業者の主観的事情 を考慮する ことは許 されない。

㈲ 一審原告らの主張は、 日本法上認められていない懲罰的損害賠償を求め

るものである

ア 日本法上 、不法行為に基づ く損害賠償 制度 は、被 害:者に生 じた現実 の

損害 を金銭的に評価 し、加害者 にこれ を賠償 させる ことによ り、そ の被

害 を回復 させる ことを 目的 とす るもので あり、加害者 に対す る制裁や、

将来における同様の行 為の抑止、すなわち一般予 防を目的 とするもので

はない6。

イ ー審原告 らは、 「再発防止 の観点か らも、加害者 の責任加重事 由 とし

て損害算定 にお ける増額 が認め られ るべ き」(一 審原告 ら控訴理 由書

(責任論②)11頁)、 「損害算定 において制裁 的加算 をすべき」(一

審原告 ら控訴理 由書(責 任論②)12頁)、 「再発防止 の観点か ら、損

害額の算定 にお いて 制裁 的加算 もな され るべきで ある」 と主張す るが

6潮 見佳男 『基本講L義 債権各論ll　不法行為法 〔第4版 〕 』(2021年 、新世社)

6買 、最判平成9年7月11日 民鋸51巻6号2573頁(萬 世工業事件)b

75～7

8
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(一審 原告 ら控訴理 由書(責 任論②>30頁)、 これは、まさに、多額

の賠償 による加害者に対す る制裁や一般予 防を目的 とす るもめで あ り、

日本法上許 されない 「懲罰的損害賠償」 を求めるものである。

ウ 本件事故 に関す る同租の裁判例 において も、 「不法行為 に基づ く損害

賠償請求のみな らず、その特則 である原賠法3条1項 に基づ く損害賠償

請求においても、懲罰的損害賠償 を求めることは許 されず、 この理は、

加害者 の過失の程度 によvて 左右 される ものではない」 と判示 されてい

る7。

{4)一 審原告 らが主張するところの 「加害者の不誠実な態度 」は、慰謝料増

額事由とはな らない

一審原告 らが主張す る 「加害者 の不誠実な態 度」は、本件事故後 にお け

る事 情 に過 ぎず、本件 にお ける原 因行為(本 件事 故)そ れ 自体 と金 く関

係 しない(な お、そ もそ も一審被告東電 にお いて 「不誠実 な態度」 がな

いCと については、後記 「第3・4」 の とお りで ある。)。 したが って、

本件事故 に基づき発 生 した慰謝料の増額事 由 とな る ごとは論 理的 にあ り

得な い。

万一、 このような、本件事故後 における加害者の態度 によって慰謝料 を

増 額 させ る ごとが許 容 され る とい う ことになれ ば、 それ は新た に当該

「態 度」 自体 を別個 の不 法行 為(加 害行為)と して認定す る ことにほか

な らないが、本件にお いてそのよ うな事情 はない。

第3本 件の具体的な事情に照らしても、一審被告東電に慰謝料増額事由が認められ

7東 京 地判平 成31年3月27日We$tlaw

O3278057)。

Japan文 献番号2019WLJPCA
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1

ることはない(一 審原告ら控訴理由書(責 任諭②)28～60頁 に対する反論)

一審被告東電の主張の概要

「2」以下で詳述するとお り、(訂 本件事故に関し、一審被告東電に故意又

は重過失はな く、(i日 故意又は重過失の有無の判断に当たっては、科学的 ・技

術的 ・専門的な観点か ら多角的な検討 を要するところ、-2S原 告 らが一審被告

東電 の故意又 は重過失 を基礎づける具体的な根拠事実 を認識可能であるとは言

えず 、当該認識が一審原告 らの精神的苦痛 に有意な影響を生 じさせた こともな

い。 さらに、(lii)一 審被告東電は、一審原告 らが主張するような 「不誠実な態

度」 をとっていないe

したが って、本件の具体的な事情 に照 らして も、一審被告東電 に慰謝料増額

事由が認められる ことはない。

2一 審被告東電に故意又は重過失はない

本件事故 に関 し、一審被告東電 に故 意又 は重過失はない。以下では、一審被

告東電に重過失がないことにつき詳述する。

川 墓本的な考え方

ア 民法上、 「重過失」(あ るいは 「重大な過失」)と は、 「高度 に注 意

を欠 くことであって、故意 に近 いものと して(故 意 の証 明ができないと

きに、重過失の認定がなされ る ことが多い)、 故意 に準 じて扱われ る」

ものであるところ8、 故意 と同視 し得 る程度の過失、言 い換えれ ば、疸

'かな注池 さえ ればたや く
、・ を予"で きるのに盤 見過

8奥 田昌道 『現代 法学全 集 ユ81債 権 総論(上)』(筑 摩 書房 、1982年)125～126

頁注2。

10
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立 場 合 にお いて 、 「重過 失」 が認 定 され る。

そ して、'一 、r.上fめ られ る結 果 回避 の ため の 齢 ず る義務 の有 無

や 容につ いては、 見可能性 を基礎付ける科"M・ 見 の 執 や信 頼

度 の程度によって…き く左… される9。 具体的 には、特定の知見 に基 づ

き損害発生の危険が具体性及び切迫性 をもつて予見されて いるような 場

合 には、モ うした危険 を阻止す るた めの具体的かっ即効性のある対応 が

求め られ、それを怠 った ときには適 切な措置 を講 じなか った とされる。

これに対 し、予見可 旨性の 土 がそ こまで具体的ではな く、 「理論 ・に

は否定 できない とい った な もの に ま る場合 には 、そ れ に ・し

て いか な る措 置 を 講 じ るか も あ るm』 の 一'!!!1t'"にねMれ る 。

イ この ことは、本件原発 を運用 ・管理す る一gge被告東電 にもあて はま る。

っ まり、原子力発電所 は、 いざ原子力災害が発生すれ ば、本件事故のよ

うに極 めて重大な影響 を生 じさせ るもの となる一方、そのよ うな重大 な

影 響を与え うる要因は様 々考え られ る(大 規模な 自然災害のみな らず 、

テ ロリズムや犯罪行為な ど)。 その 中で、いかなる要 因に対 して も、 当

該要因が発生する可能性が少 しでもあれぱ、その要因か ら原子力災害 を

生 じさせ るリスクを生 じさせないための完全な措置 をとらなけれ ぱ過 失

(あるいは重過失)が ある、 とい うことにはな らない。

ウ この点、本件事故 に関す る名古屋地裁判決 】oでは、 「予見可能性 が

認め られたか らといって直 ちに結果回避義務が生ず るものではな く、予

見奇能性あ寝度たよら七、'求あられ葛結巣回避義務が真濠畠というぺき

9森 島昭夫 『不法行 為法講義 』(有 斐 閣、1996年)191頁 。

IQ　名古 屋地 判令和 元 年8月2日Westlaw　 Japan文 献番号2019WLJPCA

O8029001
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で ある。すなわち、精度及び確 度の高い知見 に基 づいた試算 が出され た

場合には、直ちに結果回避措置 を採 るごとを法的に義務付 けるごとが で

きる一方で、 、 田行政庁や原子 力事・者が'で きる'金 や 材等は有

限であるll上 、精度 び石度のそれ ほど古 くない知見に基づ く試算 しか

得 予れな い場合 には、直ちに結m; を ・にs荊 る ことは で

鉱 、今後 の結果回避措 置の内容、時期等 について は、規制行政庁 の専

門的判 断に委ね られるとい うべきで ある。」 と、上記の考え方 と同様 の

判断を下 している。

工 以上 を踏 まえ、以下では、(i)本 件事故 を発生 させ るよ うな津波 を

予見できたか(予 見可能性 の程 度)、 及び、{iD一 審被告東電 の本件

原発に関す る津波対策が、本件事故前の客観的状況の下 において不合理

といえるか(結 果回避措置 の内容 ・程度)に つき、当時の科学的知見 を

基 に述ぺ る。

② 予見可能性について

ア ー審 限告_の 主張

一審原告 らは、本件事故 に関す る一審被告東電 の予見可能 性について、

概要、以下のように述べる(一 審原告 ら控訴理由書(責 任論②)31～

32頁)。

① 一審被告東電は、2002(平 成14)年 に公表された 「長期評

価」 に基づ く 「津波評価技術」の推計手法 を用 いて想定される津

波を予見すべきであったのに、 これを怠 づた。

② 一審被告東電は、2008(平 成20)年 のいわゆる 「2008

年推計」 に基づいて敷地高さを超 える津波(○,P,十15.7

工2
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③

mの 津波)を 予見 した(そ れ にもかかわ らず、回避措置 を講 じな

かった)。

一審被告東電は、2010(平 成22)年12月 時点において、

「長期評価」 の津波地震の想定 についての検討を依頼 した土木学

会津波評価部会 において も福島県沖の 日本海溝寄 りに津波地震 を

想定すべきである ことが確認され、敷地高さを超える津波 を予見

した(そ れにもかかわ らず、回避措置 を講 じなかった).

イ 本 件 醐'を 生 させ るよ うな転 波 の予 見可 自性(予 見 可 自 のT-)

(ア)本件事故時点の科学的知見

a　 ms・ ・i　 ± に お レ る 地t蛛 に る 杣齢 比 沈'瀞

びアスペ リテ ・モデル)か らすれ ぱ、本件事故時点において、本

件事故をもた らすよ うな津波地震は 生 しない と貼え'れ ていた。

(a)比 較沈み込み学 に基づ く検討

本件事故 当時の比較沈み込み学11の 通説的見解では、プ レー ト

の年齢が若 いほどプレー トの固着が強 くて 巨大地震が起 こりやす く、

古 いほど固着が弱 くて巨大地震が起 こ りに くい と考え られていた 。

例 えば、チ リ沖や アラスカ神な どは若いプ レー トが沈み込 んでいる

ため、陸のプレー トとの固着が強 い分、大規模地震が発 生 しやす い

の に対 し、マ リアナ海溝な どは古 いプレー トが沈み込んでいるため、

固着が弱い分、大規模地震は発生 しにくいと考 え られて いた。

本件事故 当時、三陸神か ら福 島県 沖 までを含 む 日本海溝寄 り領 域

は、マ リアナ海溝型の沈 み込み帯に近 いと考 え られてお り、沈み込

tl　様々な プレー ト沈み込み帯 を比較することによ り、沈み込み帯における地震の特徴 を抽 出

しようとする考え方(丙B23・7頁)。

13
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んでいる海側プ レー トの年代に照 らしても、本件地震 と同規模のマ

グニチ ュー ド9ク ラスの巨大地震 は発 生 しな い(最 大で もマグニ

チ ュー一ド9ク ラスの約30分 の1の エネルギーで あるマ グニチ ュー

ド8前 半)と 考 え られていた。(以 上、丙B23・6～7頁)

(b)ア スペ リティ ・モデルに基づ く検 討

1980年 代 には、アスペ リティ(「 プレー ト境界や 括断層な ど

の断層面上で、通 常は強 く固着 して いて 、 ある時 に急 激 にずれ て

(すぺ って)地 震波を出す領域 のうち、周囲に比べて特 にすべ り量

が大 きい領域」(乙A197)12)が 大き い場所では本件地震 と

同規模 のマ グニチ ュー ド9と な るよ うな巨大地震が発生 しやす く、

逆 にそ うしたアスペ リティが小 さい場所では、普段か ら滑 らか にす

ぺ って歪みが蓄積 されていないため大規模地震 は起 ごりにくいとい

う 「アスペ リティ ・モデル」 の考 え方が提唱 され、本件事故当時に

おいて、科学 的知見 として広 く受 け入れ られていた。

そ して、東北地方太平洋沖には、マグニチ ュin　ド9ク ラスの巨大

地震 を発生させ るよ うなアスペ リティは確認 されて いなかった。す

なわ ち、三 陸沖か ら宮城県沖 にかけて は、マグニチ ュー ド7,5以

上の地震 を発生させるアスペ リティまで は確認 されて いたものの、

福 島県沖 には、マ グニチ ュー ド8ク ラス の地震 を起 こすアスペ リ

テ ィが存在す る ことを示す根拠 は全 くなか ったe(以 上、丙B2

3・9～12頁 、丙B7)

(c)上 記(a)及 び(b)の とお り、福 島県沖の 日本海溝沿 いに関 して いえ

ば、マ グニチュー ド8ク ラスの地震す ら発生 しない と考 えるのが 自

然な状態にあった(丙B23・12頁)。

】2　https://www
.　jishin.　 go,　jp/resource/ter皿s/tm_asPerity/

14
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(d)そ もそ も、本件事故の原 因となった本件地震 は、あ くまで北寄 り

の三陸沖で最初の巨大地震が発生 し、モれに連動 して沖合の海溝沿

いで津波地震が発生 し、その岩石破壊があま りに大 きす ぎたため に

よ り南方の福島県沖海溝沿いにまで伝播 した というものであ り、一

繊 県庶 らが 衣拠す る 「 評　　　　　fi　 1　 び3)の 予測や こ

れ を胃酵 と る2008推 計(魑)が 想 一したよ うな'

波 地 震 がM同sで 生 した もので はな い(乙A157・69頁 、

丙B101の1・82頁)。

また、その規槙 も 「長期評価」が予測 した内容 とは全 く異な り、

地震調査研究推進本部 も本件地震発生当 日に発表 した 「平成23年

(2011年)東 北地方太平洋沖地震の評価」(丙A23)に お い

て、 「今回の地震の震源域 は、岩手県沖か ら茨城県沖 までの広範 囲

にわた っていると考 え られ る。地震調査委員会では、宮城県沖 ・そ

の東の三陸沖南部海溝寄 りか ら南の茨城県沖 まで個別の領域 につ い

て は地震動や津波 につ いて評価 していたが、これ らすべての領域が

連動 して 生す る地 謳については想 ・ であった。」 としている。

b一 方、一審原告 らが依拠す る 「長期評価」(上 記主張①及び③)は 、

以下 のとお り、種々の異論や信頼性への疑義が示 されてお り、原子 力

事業者が これに基づいた津波対策措置 を講 じる義務を負 う程度 に信用

性 のある見解 ではな い　IB。

(a)「 畏期評価」は、あ くまで国民の防災意識を促す とい う専 ら防災

t3本 件事故に閥する同稲の裁判例(千 葉地判平成29年9月22日 、千葉地判平成31年3

月14日 、名古屋地判令和元年8月2H、 山形地判令和元年12月17日 、福 岡地判令和2

年6月24日 、東京高判令和3年1月21日 、新潟地判令和3年6月2日 等)に おいて も、

同様 に、 「長期評価」の予測 には種々の異論や信頼性への疑義が示されてお り、これ をもっ

て一審被告東電 の予見可能性を基礎づけるものではないとの判断がなされている。

15
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行 政上の見地か ら、仮定 に仮定 を重ねて作成 された ものに過ぎず 、

長期評価 を作成 した地震調査研究推進本部す らも、 「長期評価 の見

解」14の うち、 「三陸北部か ら房総沖の海溝寄 りのプ レー ト間大地

震(津 波地震)」 信頼度について、発生領域 と発生確率 のいずれ も

「C」(「 やや低 い」 。なお、A～Dの4段 階評価 中の下か ら2番

目の信頼度 を意 味する〉 との 自己評価 を下 して いる(乙AS・8

頁)。

(b)地 震調査研究推進本部が最終的に作成 した 「全国地震活動予測地

図」 において も当該地 図作成の基礎資料 と しては採用されていな い

(丙A227の1～3)e

(c)政 府の中央防災会議が2006(平 成18)年1月 に公表 した 日

本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 に関す る報告書 において、具体的

な 防災対象 と して 「長 期評価 の見 解」 は採 用 されてお らず(乙A

9・4、6、9及 びi4頁)、 また、福島県 においても、津波想定

にお いて 「長期評価 の見解」 を前提 と していない(乙10)a

{d)「 長期評価」 は、海溝寄 り領域 を北部 と南部 に区別す ることな く

津波地震の発生を検討 した ものであるが、2002(平 成24)年

に公表 された土木学会 の論文(丙B19の1～2)に よれぱ、実地

調査の結果、少な くとも海溝寄 り領域 の北部 と南部 とで は地体構造

を異 にしてお り、一体 とみ ることはできない こと、福 島県沖 を含 む

南部領域では津波地震 を引き起 こす とされていた海底構造が存在 し

な いことが確認されっっあ り(丙B18)、 「長期評価」の理学的

裏付 けは乏 しい状態にあった。

14「 長期評価 の見解」 とは、 　地震本部が長期評価 にお いて示 した、三陸沖北部か ら房総沖

の 日本海溝寄 りの領域の どこにお いて もマグニチュー ド8ク ラスの地震が起こる可能性があ

るとの指摘」をいう(一 審被告束電準備書面(3)7頁)。
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c一 審原告 らが主張する 「2008年 推計」(上 記圭張②)は 、一審

被告東電が訴外東電設計株式会社(以 下 「東電設計」 という、)を し

て、2008(平 成20)年1月 か ら4月 にかけて実施 させた試計算

の ことで ある。

しか しなが ら、そ もそ も2008年 推計は、ひ とまず一審被告東電

の社 内で議論 を行 う前提 と して、 「長期評価 の見解」 を取 り入れた場

合に津波試算結果が どの程度 になるかを把握するため の、内部検討用

の資料に用 いるためのものに過ぎない。

一審被告東電 は、東電設 計よ り2008年 推計の報告 を受けている

ものの、そ もそ も上記 のとお り2008年 推計の前提 となる 「長期評

価 の見解」 自体 に地震学 的な信用性がな く、また、2008年 推計 に

おいて用 い られた明治三陸地震の波源を移動 させて試算す るとの手法

も土木学会の解析手法との間でかな りの乖離が あった ことか ら、20

08年 推計の結果 を直ち に相 当な可能性のある リスクとみなす ことに

は時期尚早であった(丙B115の1・44頁 、127頁 、丙B11

5の2・183頁)e

したが って 、2008年 推 計も、本件事故 をもた らすよ うな津波地

震 の発生 に対する一審被告 東電 の予見可能性 を基礎づ ける ものではな

い。

(イ)上記科学的知見に照 らした予見可能性 の有無及び程度

本件事故 をもた らすような津 波地震の発生に対する予見可能性の有 無

は、琳件事故 当時の科学的知見の状況に大 きく左右され る。

上記 「(ア)」の とお り、本件事故前 におけ る地震学 に関す る科 学的知

見か らすれば、本件事故前の時点において、本件事故 を もた らす ような

津波地震は発生 しないと考 え られて いた。
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また、 「長期評価 の見解」 も、 これ を取 り入れた津波試算結果である

「2008年 推計」 も、精度及び確度 は低 く、地震学的に信用性のある

見解ではない。実際、本件地震 は、 これ らの予測が示 したよ うな津波地

震が福 島県沖で発生 した ものではない。

したがつて、本件事故当時 において、一一審被告諫電には、重過失 を根

拠づ ける 「予見可能性」 はな く、仮 に当該予見可能性を認める余地があ

る としても、それ は 「理論的には否定できな い」 といった極めて抽象 的

な予見 可能性に留 まるe

㈲ 結果回避措置について

ア ー審原告 らの主張

一審原告 らは、本件事故 に関する一審被告東電 の結果回避措置 について、

概要 、以下のよ うに述 べ る(一 審原告 ら控訴理 由書(責 任論②)32～

44頁)。

① 一審被告東電 は、安金側 に立ち、 明治三陸、昭和三臨 貞観 慶

長な どの過去 の大津波 も想定 して、万が 一 にも同 程度の津 波が

襲 ってきても原子炉 と冷却装置 の安全を確 保 しシビアアクシデ ン

トを起 こさせないような敷地高 さを設定すべきで あったの に、 こ

れを行わなか った(一 審原告 ら控訴理由書(責 任論②)32～3

3頁)。

② 一審被告東電 は、1991(平 成3)年10月3d日 に発生 した

本件原発の1号 機 において ター ビン建屋に海水 が流入 し、非常用

電源が水没 して機能喪失 した とい う事象(以 下 「平成3年 溢水事

故」)が 発生 したのにもかかわ らず、十分な安全対策 を行わなか っ

た(一 審原告 ら控訴理 由書(責 任論②)33頁)。
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③ 一審 被告東電は、1992(平 成4)年 に原子炉安全基準 専門部

会の共通問題懇談会が提 出 した報告書 において、原子 力事 業者 に

対 しシビアアクシデ ント対策 を行 うことを求めているにもかかわ

らず 、十 分な安全対策 を行わ なか った(一 審 原告 ら控訴理 由書

(責任論②)33～35買)a

④ 一審被告東電 は、1993(平 成5)年7月 に発生 した北海道南

西沖地震 を受けてエネル ギー庁 が求 めた津波 想定 の再検討 に対

し、1994(平 成6)年3月 に津波 を過 小評価 した報告書 を提

出した(一 審原告 ら控訴理由書(責 任論②)35頁)。

⑤ 一審被告東電 は、電事連 を通 じて建設省へ圧力 をか けることで、

4省 庁報告書 において示された想定津波の考え方 を7省 庁手引き

にお いて 変更 させ るな どした ←一審原告 ら控訴理 由書(責 任 論

②)36頁)。

⑥ 一審被告東電 は、1997(平 成9)年6月 に通産省が電事連総

合部会 において、津波想定方法について 「二倍誤差」 を想定する

よ う指示 して いる ところ、本件原発 の冷却 ポンプは1、2倍 誤差

の試算です ら水没することが判明 した にもかかわ らず、何 ら対策

を講 じなか"oた(一 審原告 ら控訴理由書(責 任論②)36～37

頁)。

⑦ 一・審被告東電}よ7省 庁手引きの津波想定方法では 「多 くの原子

力発電所で津波高 がポ ンプ高 を超える」 ことか ら、想定津波高が

ポ ンプ高 を超 えないような算定方法にすべ く、通産省顧問へ根 回

しす るとともに、土木学会津波評価部会によってオー ソライズす

るよ う画策 し、その結果、土木学会による2002(平 成14)

年津波評価技術では、福島県沖の津波地震が発生す ることを検 討

せず、想定す る地震を既往最大 に留めるとともに、安全率 を1倍
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に留める こととなった。 また、一審被告東電が 自らの試算結果 に

基づき行 った対策は、本 件原発の6号 機非常用 ポ ンプ を僅か20

cmか さ上げ した というだけの不十分なものであった(以 上につ

き一審原告 ら控訴理由書(責 任論②)37頁)。

⑧ 一審被告東電 は、{i)2002(平 成14)年8月 の長期評価 を

受 けた保安院による想定津波再計算の求めを拒絶 し、(ii)200

4(平 成16)年 スマ トラ島沖津波 によるマ ドラス原発事 故の教

訓 を活か してお らず、また、 ㈹)2006(平 成18)年 に原子

力安全基盤機構が立ち上 げた 「溢水勉強会」 に対 し、本件原発が

浸水 に対 して極めて脆弱で あ り、津波 の襲来によ り過酷事 故が起

こり得る ことを自ら報告 したに もかかわ らず、津波対策 を取 らな

か った(一 審原告 ら控訴理由書(責 任論②)38～39頁).

⑨ 一・審 被告東電 は、保安 院 によ る2006(平 成18)年 の耐 震

パ ックチェックに対 し、パ ックチxヅ ク試算結果 に基づ く津波対

策 を先送 りに し、また、2006(平 成18)年 パ ックヂェック

試算結果 に基づ く津波対策を先送 りす るための時間稼 ぎとして土

木学会に検討 を依頼するな どして、津波対策を怠 った(一 審原告

ら控訴理 由書(責 任論②)39～40頁)。

⑩ 一審 被告 東電 は、市 民団体 による津 波対策 の要請及 び2007

(平成19)年7月19日 に福島県 による耐震安全性 の確 保 ・向

上 の取 り組みの要請を無視 した(一 審原告 ら控訴理由書(貴 任論

②)41～42頁)。

イ ゜' 1の 一 　　　　ltl・・　　　　の 県 一'に ・ る ・≡'」 ・ 結 口'

衙 全体的な反論
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a上 記 「(2}イ 〔イ)」の とお り、仮に、一審 被告東電 に予見可能性が

認め られるとして も、そ の程度は 「理論的には否定できない」 とい う

程度の抽象的な ものに留 まる。そのような場合 には、具体 的な結果回

避措置が観念 できないた め、それ に対 していかなる措置を講 じるか に

ついて もある程度行為者 の裁量 に委ね ざるをえない。原子 力発電所 に

お いて も、 どのよ うな安全対策 を講 じるかについては、人員 ・財源の

限界、当該原子力発電所の立地点 にお ける個別具体的状況 、想定 され

る各 リスク要 因の切迫性等 を踏 まえ、全体的なバ ランスや優先度を考

慮 して総合的に判 断され る必要がある。

特 に、 日本において は、津 波よ りも地震による被害が圧倒的に多 く、

2007(平 成19)年 の新潟県 中越沖地震の発生を踏まえ、耐震性

の再検討や対策が急務かっ最優先事項 とな っていた。

このよ うな点 を踏 まえ、いかな る津波対策 を講 じるのか について は、

一審被告東電 にある程度の裁量が認め られ る。

b原 判決 も認定する とお り、一審被告東電 は、7省 庁手引きにおいて

示 されて いる地震地体構造 的見地か ら想定 され る地震津波が取 り扱わ

れる等 の最新の考 え方を踏まえ、十分 に検討 し、必要 に応 じて参考 と

す ることにす るとともに、津波評価 のための新たな指針策定の必要性

を認識 した上で、通産省か ら指摘 を受 けた合理的な評価が難 しい安全

裕度やぱ らつきの議論な どのほか、水 に弱 い施設について は耐 水性 を

高めるための検討にっいて、電力共通研究 の実施によ り技術的検討 を

す ることにしていた等、政府の方針 にも沿った対応を講 じていた(原

判決474～476頁)。 このような一審被告東電の対応 に不合理な

点はな く、上記裁量 を逸脱す るもので はない。

cし たが って、一審被告東電 には結果回避義務の違反はない。
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(イ)敷地高 さの設定(上 記主張① に対す る反論)

一一」L審原告 らは、本件原発の設置許可 申請時 において、一審被告東電は

女川原発の設置許可 申請の際 と同様 に、安全側 に立 って明治三陸、昭和

三陸、貞観、慶長等の過去の大津波を想定 して シビアアクシデン トを生

じさせないような敷地高 さを設定すべ きであつた と主張す る(一 審原告

ら控訴理由書(責 任論②)32～33頁)。

しか し、三陸地方 に所在 する女川原発 と福島県 に所在 する本件原発で

は、当然のごとなが ら、予見すべき地震 ・津波の対象 も異な る。 この点、

上記 「(2)イ」 のとお り、本件事故時点の科学的知見 では、本件地震が

発生 した領域(福 島県沖)に おいて、本件地震以前に、マグニチ ュー ド

8ク ラスの地震が発生 した記録 はな く(例 えば、甲A26の3・2-2

6頁 を見ると、北か ら延びる既往津 波の波源域 の分布が福 島県沖海溝沿

いの手前で陸側 に大き くクランクしているごとが見て取れ る。なお、明

治三陸、昭和三陸、慶長三陸は、いずれ も三陸沖か ら宮城県沖で発生 し

た地震である。)、 本件原発において、明治三陸、昭和三陸、貞観、慶

長等 の過去 の大津波 と同程度の津波が発生する ことは、本件事故時点の

科 学的知見 をもって しても予見す ることはできなかった。ま してや、本

件原発 の設置許可 申請時(つ ま り、1966(昭 和41)年 当時)の 科

学的知見i5か らすれば、 これ らを予見す る ことは一層 困難であった。

そ して 、本件原発の敷地 の場所 は、最も具体 的な リスクと考 えられ る地

震 に備 え、岩盤の安定性を考慮 して決定 してお り、本件原発 の設置許可

申請について、法令やその趣旨に反する事実はない。

15例 えば、現在では常識 とも考え られているプ レー トテク トニクス理論(地 球の様々な変動

の原動力を地球の全表面 を覆 う十数枚の岩盤(プ レー ト)の 運動 に求 め、そのプレー トの境

界部 に様 々な変動が生 じることによ り、地震等が発生す るとの考え方)が 登場したのは、1

960年 代の後期であって、本件原発の設置許可 申請時の科学的知見とはいえない・
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{ウ〉平成3年 溢水事故(上 記主張② に対す る反論)

a一 審原告 らは、平成3年 溢水事故が発生 したにもかかわ らず 、一審

被告東電は十分 な安全対策 を行わなか った と主張する ← 審原告 ら控

訴理 由書(責 任論②)33頁)。

bし か し、平成3年 溢水事故 は、床下に埋設 され ていた補機冷却水系

海水配管の損傷 による海水漏 えいによって内部溢水が生 じたというも

ので あり(乙A59)、 このような内部溢水 とは全 く異な る自然現象

で あ り、かつ外的要 因である津波に関 して まで、安全対策 を講 じな け

れ ぱな らない具体的な結果回避義務 を基礎づけるもので はない。

cま た、 一審被告東電 は、平成3年 溢水事故の教訓 も踏 まえて、よ り

一層の安全性 ・信頼性 を向上 させ るという観点か ら、本件事故 の発生

前の時点 において、主 として以下 のよ うな 内部溢水対策 を講 じて いる

(乙A4の1・ 福島原子 力事故調査報告書38頁)"

(a)原子炉建屋開 口部への堰の設置

㈲ 原子炉建屋1階 電線貫通部 トレンチハッチの水密化

(c)原子炉建屋最地下階の残留熱除去系機器室等の入 口扉の水密化

(d>夕 一ビン建屋内の非常用電気品室エリアの堰の嵩上げ

(e)非 常用デ/一 ゼル発電機室入 口扉の水密化

(f)復 水器工 リアの監視カメラ ・床漏えい検知器の設置等

国 シピアアクシデ ン ト対策(上 記主張③ に対す る反論)

a一 審原告 らは、1992(平 成4)年 に原子 炉安全基準専門部会 の

共通 問題懇談 会が提出 した報告書 において、原子力事業者 に対 しシ ビ

アアクシデ ン ト対策 を行 うことを求めてい るにもかかわ らず、一審 被
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告東電が十分な安全対策 を行わなか ったな どと主張す る(一 審原告 ら

控訴理由書(責 任論②)33～35頁)。

bし か し、同報告書 は、一般論 として 「原子力事業者 に対 し、 自主 的

にシ ピアアクシデン ト対策 を整備する ことを要請するもの」 にすぎな

いnそ うで あるにもかかわ らず、本件事故 をもた らす ような津波地震

の発生が 「理論 的には否定できない」 といった極めて抽象 的な レベル

の予見ができるにとどまる状況下にお いて、 「設定基準事 象を超える

事態 に備 えるため、安全余裕や安全設計上の想定 以上 に対策 を取る」

といわれて も、具体的に如 何な る津波対策 をとることをもって、本件

事故 をもた らす ような津波地震 に対す る 「十分な安全対策」 といい得

るのか不明である。 したがって、同報告書 をもって、予見可能性を前

提とした具体的な結果回避義務が生 じるものではな い。

なお、一・審被告東電が行 ったシ ピアアクシデ ン ト対策 の内容 につ い

ては、既 に一審被告東電 が原審にお いて提 出 した準備書面(3)81

頁に記載 したとお りである。

㈲1994(平 成6)年3月 の安全性評価結果報告(上 記主張④ に対 す

る反論)

a一 審原告 らは、一一審被告東電が、1994(平 成6)年3月 、エネ

ルギー庁 に対 して、津波を過小評価 した報告書 を提出 した と主張する

(一審原告 ら控訴理 由書(責 任論②)35頁)。

bエ ネルギー庁 は、1993(平 成5)年7月 に北海道南西沖地震が

発生 した ことを受け、電気事 業者 に対 し津波安全性評価 の実施 を指示

した。 これ を受け、一審被告東電 は、文献調査 による既往津波 の抽出

や簡易予測方式によ り津波水位 の予測等 を実施 し、同方式 による津波
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水位が相対的 に大 きい津波 にっいて数値解析 を行 った。 当該解析 にお

いて は、三陸沖 か ら房総沖で発生 した比較的規模 の大 きい津波 のうち、

敷地及び敷地周辺 に比較 的大きな痕跡高 を残 した と考 え られ る慶 長三

陸及 び延宝房総 に加え、外国沿岸で発 生 し、敷地及び敷地周辺 に最 も

大 きな痕跡 高 を残 した1960(昭 和35)年 のチ リ地震津 波 をシ

ミュ レー ションの対象 と した。その結果、本件原発 に来襲す る最 大の

津波 は、チ リ地震津波級 の津波で ある との結果が得 られ、朔望平均満

潮位(O,P,+1、359メ ー トル)の 時点で 当該津波が来て も、

最高水位は○,P,+3,5メ ー トル程度 に しかな らず、本件事故 を

惹起す る程度で はないことが確認 された。

一審被告東電は、1994(平 成6)年3月 、 この解析 を踏 まえて

エネルギー庁 に対 して安 全性評価結果報告書 を提 出した(以 上、乙A

4.の1・ 福島原発事故調 査報告書17頁 及び 乙198・ 平成6年3月

付け 「福島第一 ・第二原子力発電所 津波 の検討 につ いて」)。

上記の とお り、この解析は、津波高 さに関す る文献調査及び当時の

科学 的知見 に基づき、三陸沖か ら房総沖で過去 に発生 した大規模津波

及び世界最大級の津波 を対象 としたシ ミュレー ションに基づき、本件

原発 に来襲する最大の津波最高水位 を評価 したもので あ り、津波 を過

小評価 したもので はない。

(カ>4省 庁報告書 と7省 庁手引き(上 記主 張⑤ に対す る反論)

a一 審原告 らは、4省 庁 報告書の記載内容 を受けて、一審被告東電が

電事 連を通 じて建設省に圧力 をか けた ことによ り、7省 庁手引き にお

いて 「常 に安 全側の発想か ら沿岸津波水位のよ り大きい方 を対象津波

として設定するもの とす る」 とい う表現が 「常 に安全側 の発想か ら対

象津波を選定 することが望 ましい」 という表現 に変更 されたな どと主
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張する(一 審原告 ら控訴理 由書(責 任論②)36頁)。

bし か しなが ら、一審被告東電が 「電事連を通 じて建設省へ圧 力をか

けた」 という事実 はない。また、そもそ も、7省 庁手 引きにおいては

「常 に安全側の発想か ら沿岸津波水位 のよ り大きい方 を対象津波 と し

て設定す るものとする」 という4省 庁報告書 の表現が維持 されてお り、

一審 原告 らの主張 は端的に誤 りで ある(甲A23・7省 庁 手引き30

頁、甲A25の1・4省 庁報告書42頁)。

(キ)4省 庁報告書 、数値解析の誤差 の補正及び 「津波評価技術」 との関係

(上記主張⑥ に対す る反論)

a一 審原告 らの主張は、政府が1997(平 成9)年 に、電力会社 に

対 し、専門家の意見 を踏まえ、現状の数値解析の2倍 で津波高 さを評

価 した場合、その津波 によ り原子 力発電所が どうなるのか 、さらにそ

の対策 として何が考 え られるかを要請 した にもかかわ らず、一審被告

東電 は、本件原発の冷却 ポンプが1、2倍 誤差の試算 にお いてす ら水

没す る状態のまま、何 ら対策 を講 じなかった とい うもので ある(一 審

原告 ら控訴理 由書(責 任論②)36～37頁),

bし か しなが ら、上記 の 「現状の数値解析 の2倍 で津波高 さを評価」

する ことの要請 は、4省 庁報告書 にお ける数値計算上の大幅な誤差 の

補正 を求めたものに過 ぎない。 これ は、4省 庁報告書 にお いて、 「本

調査の津波数値解析は、 『対銀津波 による沿岸部での津波 の傾向を概

略的 に把握する』ことを目的として実施す る ものであるeこ のため、

自治体等が具体 的な津波対策 を実 施す る際には、よ り詳細 な津波数値

解析 を実施す ることを想定 してお り、本数値解析の結果 を直接津 波対

策の設 計条件に適用す るものとしては位置づけて いな いJと している
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ことか らも明 らかで ある(甲A25の1・168頁)。

また、そ もそ も想定津波の不確実性 には、かか る数値計算上の誤 差

だけではな く、波源設定 の不確実性や海底地形、海岸地形等 のデータ

の不確実性とい った誤差 もあ ることか ら、単 に数値計算上の誤差のみ

を考慮すれ ぱ足 りるというもので はな い。

このように、4省 庁報告書 にお ける想定津波の計算方法 には、想定

津波 の不確実 性 も考 慮 して総合的 に調整する必要があった。そ こで 、

一審被告東電 を含む電力会社10社 が原子 力施設の津波に対す る安全

性評価技術の体系化及び標準化 を委託 した土木学会 は、地震学及び津

波研 究に関する第一人者 を結集 し、断層パ ラメータを合理的範囲内で

変化 させた数値計算 を多数実施 し(パ ラメー タスタデ ィ〉 、その中か

ら評価地点に最 も影響 を与える波源 を設定す るとい う手法 を用い、2

002(平 成14)年2月 に、原子 力発電所の設計想定津波の設定 に

関し、波源モデル の設定及び数値計算手法 の標準的方 法を とりまとめ

た 「津波評価 技術」(甲A26)を 刊行 した。

c以 上の とお り、一審被告東電は、政府 による想定津波の設定 に係 る

解析手法の見 直 しに対 し何 らの対応 も しなかvた のではな く、む しろ、

土木学会 に依 頼 し、よ り精緻 かつ正確 な想定津 波の解析手法を確立 さ

せ 、 「津波評価技術」 の刊行 に至 ったので ある(以 上につき、一審 被

告東電が原審 において提 出した準備書面(3)38～52頁 及び準備

書面(11)19～23頁 〉。

(P)「 津 波評価技術」 に関する一審原告 らの理解 の決定的な誤 り(上 記主

張⑦ に対する反論)

a一 審 原告 らは、土木学会 ・津波評価部会の編 成が偏った ものであ り、
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一審被告東電を含む電力会社 が土木学会 ・津波評価部会での議論や結

論 に不当な誘導や働きか けを行 ったか のよ うな主張 をして いるが(一

審原告 ら控訴理 由書(責 任諭②>37頁)、 全くの事実無根で ある。

br津 波評価 技 術」 は 、国 際原子 力機 関(IAEA)が 本 件事 故後 の

2011(平 成23)年11月 に発 表 した　rSafety　 stan

　 dard　 "Meteorological　 and　 Hydrol

　 ogical　 Hazards　 in　 Site　 Eva1・uati

oτ1　 for　 Nuclear　 rnstallatiQns(No.

SSG-18)"」 の中でIAEA基 準 に適 合す る例 と して参 照 して

お り(乙A6・li3～119頁)、 ま た 、 米 国 原子 力 規 制 委 員 会

(USNRC)が2009(平 成21)年 に作 成 した布 告 書 にお い て

「津 波 評価 技 術」 の手法 を 引用 し 「世 界で 最 も進 歩 して い る ア プ ロー

チ に数 え られ る」 と紹介 す る等 く乙A7・59頁)、 国 際 的 に も十 分

な科 学 的合 理 性 を有 す る もの として認 め られ てい る。

ま た 、土木 学会 ・津 波評 価 部 会 の委 員 に一審 被告 東 電 を含 む 電 力会

社 の 従業 員 が 一部 含 まれ て い る こ とにつ いて も、当該 委員 らは 原子 力

発 電 所 の 安 全 を担 う専 門 家 と して、 原 子 力 発 電 所 の 計画 ・設 計 に 当

た って必 要 な 数値 や注 意事 項 を実 務家 の視 点か ら検 討 す るた め に参 加

して いた ので あ って 、 「津 波 評価 技 術 」 の策 定 や 内容 に不 当な影 響 を

与 え た ことは 一切 な い。

cな お、一審原告 らは、 「津波評価技術」では想定する地震を既往最

大 に留めてお り、また、一審被告東電が 自らの試算結果 に基づ き行 っ

た対策 は、本件原発の6号 機非常用ポ ンプの僅か20Cmの かさ上 げ

にとどまる不十分なもの と主張 して いる(一 審 原告 ら控訴理由書(責

任論②)37頁)。 しか しなが ら、実 際には、上記のパラメータス タ
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ディを経 る ことによ り、算出 され る設計想定津波は評価対象地点 にお

ける過去(既 往)最 大津波 に対 して平均的に2倍 程度 の裕度を持つ こ

とが確認 されて いる。 このよ うに 「津波評価技術」 の想定する津波は

十分な裕度 を持つため、敷地高が算定結果を上回 って いれぱ、津波対

策 として さらな る裕 度を求め られ ることはなか った ごとか ら、かかる

一審原告 らの主張 も明 らか に誤 っている。(以 上、甲A26の2・1

-1～1-7頁 、甲A26の3・2-2～2-209頁)

{ケ)2002(平 成14)年 か ら2006(平 成18>年 まで の知見 の進

展等(上 記主張⑧及び⑨ に対する反論)

以下の理 由か ら、一審 原告 らの上記 主彊⑨及び⑨ は、いずれ も、一

審被告東電 の重過 失を基礎づけるものではない(一 審被告東電が原審 に

お いて提出 した準備書面(3)60～72頁 も参照)。

a上 記 「{2)イ(7)b」 にも示 したが、一一審原 告 らが依拠 する 「長期

評価」 には、以下の とお り、原子 力事業者 が これ に基づいて津波対策

措置 を講 じな けれ ばな らない義務 を負 う程度の信用性 はない。

bス マ トラ島沖地震 について は、同地震はいくっかの陸寄 りの領域で

地震が複数連動 したもので あ り、海溝寄 りの領域 と陸寄 りの領域 とで

異な るタイ プの地 震が連 動 して発生 した本件地震 とは性質が 異な る

(甲A3・304頁)。 そ のため、 これをもって一審被告東電 におい

て本件事故 をもた らすよ うな津波地震 の発 生を予見 し得た ということ

はできな い。

c溢 水勉強会は、配管破断 による内部溢水、津波によ る外部溢水を問

わず、一定の溢水が 生じた と 「仮定」 して溢水の経路や安全機器の影
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響の度合い等 を検証 した ものであ り(乙A14)、 外部溢水の前提 と

な る想定外津波の発生可能性 にっ いては検 討されていない。また、溢

水勉 強会での検 討結果 に対 し、保安院 も 「津波に対する発電所 の安金

性は十分に確保 されている」 と評 して いる(乙A16・1頁)。 その

ため、溢水勉強会によ って、一審被告東電 に具体的な津波対策措置 を

講 じな けれぱな らな い義務 を生じさせ ると評価す ることはできない。

dな お、一審被告東電が耐震バ ックチェ ック試算結果に基づ く津波対

策 を先送 りにす るため、時間稼 ぎとして土木学会 に検討 を依頼す る方

針 を指示 した という事実 はない。 一審 披告童電は、2006(平 成1

8)年10月 に行われた保安院の事業 者に対す る一括 ヒアリングの時

点で、最新の津波評価(O.P,+5,7メ ー一トル)に 基づき既 にポ

ンプ用電動機 のかさ上げ を終えて いるが、 さ らな る蜜全性積 み増 しの

見地か ら、土木学会 に対 し、 当時まだ知見 の確立 していなかった福島

県沖海溝沿 い領域にお ける波源モデルの設定等について審議を依頼 し、

その結論次第 によ っては直ちに必要な対策 を講 じる予定で あづた(丙

Bi15の2・52～54頁)。 すなわち、一審被告東電が土木学会

に検 討を依頼 したのは、安全性の 「さ らな る向上」 を目的とす るもの

であ り、時間稼ぎ 目的ではない。

(3>市 民団体 の申入れ と本件事故 との関連性 はない(上 記主張⑩ に対す る

反論)

a一 審原告 らは、一審被告東電が市民団体 による津波対策 に係 る申入

れ を無視 した と主張す る(一 審原告 ら控訴 理由書(責 任論②)41～

42頁)e

b原 判決 も認定す るとお り、市民団体か らの津波対策 に係る申入れ は、
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チ リ津波級 の津波に伴 う引き潮、高潮が発生 した場合 に本件原発 の安

全性が確保 できない として、その対策 を求め るものにとどまってお り、

「長期評価」 に基づ く対策 を求めるものではない。そ のため、市民団

体か らの申入れ と本件事故 との関連性はない(原 判決477頁)。

なお、 「畏期評価 」には原子力事業者が これ に基づいた津波対策措

置を講 じな ければな らない義務 を負う程度の信用性がない ことにつ い

ては、繰 り返 し指摘 して いるとお りである。

3万 一、一審被告東電に何 らかの重燭失が認められるとしても、一審原告 ら

において:れ を墨礎づ ける具体的な根拠事実を認識できたとの立証がな さ

れていない

上記 「第2・2② 」のとお り、仮 に無過失賠償 貴任 制度の下 において、例

外 的に、賠償責任者側 の主観 的事 情を慰謝料算定 に当たって考 慮要素 とす る

として も、① 一審被告東電 に故意又 は故意 と同視で きる重過失がある ことに

加え、② 一審原告 らが当該故意 又は重過 失を基礎 づける具体的な根拠事実 を

認識可能 であって、 当該認識 によ り一審 原告 らの精神 的苦痛 に有意な影 響が

生 じた ことが具体的に主張立証されな ければな らない。

本 件事故の予見 可能性 及び結果 回避可能性 につ いて は、地震学や津 波研 究

といった 、科 学的 ・技術的 ・専門的な観点か らの多角的な検討 を要す る。

そ のため、万一、一審 被告東電 に何 らかの重過失が認 め られ る として も、

当該 重過 失を基礎づ ける具体 的な根拠事実が 一審 原告 らにおいて認識可能で

ある とは考え難 く、一審原告 らにおいて、当該認識 が可能 であ った との立証

は何 ら行われていないe
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4本 件事故後の一審被告東電の態度に関し、慰謝料を増額するに値する程度

の 「不誠実な態度」が認められるごともない

川 情報隠蔽に関する一審原告 らの主張について(一 審原告 ら控訴理由書

(責任論②)46～53頁 に対する反論)

一審原告 らは、一審被告東電が本件事故後 において情報 を隠蔽 した、あ

るいは安 全対策 を怠 った と主張 している(一 審原告 ら控訴理 由書 債 任論

②)46～53頁)。

「隠蔽」 とは、事の真相な どを故意 に覆い隠す ことを意味すると ころ、

一審被告 東電が 本件事故 に関す る事実 関係 にっ いて 、故意 に、覆 い隠 し

た との事実はない。

一審被 告東電にお いて、未曽有の本件事故 の発生を前 にして、大量の情

報の整理 に時間 を要 した ことや、開示内容 に不足が 生じうる こと もあっ

たか も しれ ない。 しか し、一 審被告東電 は、炉心溶融 に関 して は、新 潟

県 と合 同で報告書 をま とめてお り(乙A199)、 廃炉作業 に関 して は、

自社 の廃 炉 ・汚 染水 ・処理水対策 チーム会 合ノ事 務 局会議 はもちろんの

こと(乙A200)16、 第三者機 闘で ある原子 力規 制委員会 の特定原子 力

施設監視 ・評価検 討会 においても審議経過 を示すな ど(乙A201)】7、

一審 被告東電が故意 に事 の真相 を覆い隠 そ うとす る もので はな く、 これ

をもって 「隠蔽」 と評価 され るべ きではな い。

(2)弁 済の抗弁につ いて(一 審原告 ら控訴理 由書(責 任論②)53～55頁

16　https://www .　tepco.　 co.　 jp/de¢ommission/intormation/committee/roadmaP_Progress/202

2-」 、html

I7　httPs://www .　Rsr,　 go、　jp/disclosure/commi

l

tee/yuushikisya/toku　 te　L.kanshi/index.　 htm
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に対する反鵠)

一審原告 らは、本件で一籍 被告 東電が弁済の抗弁 を主 張 した ことが、

「不誠実 を通 り越 して背信的」 「一般 の取 引通念 に反 した とんで もな い

主張」 であ るな どと非難 す る(一 審原告 ら控訴理 由書(責 任論②)53

～55頁)e

しか しなが ら、本件訴訟は、一'ge被告東電が、自主賠償基準に基づき十

分 な金額の賠 償金 を支払 ってい るに もかかわ らず 、一審 原告 らがそれ を

超 えて損害が発生 してい ると して追加 の慰謝料 の支 払い を求めて いる事

案で ある,そ うで あれぱ、その 「超 えて いる部分」 があ るごとにつ いて

は、 当然に、一審原告 らで主張 ・立証すべ き事項 である。弁済の抗弁 と

は、一審原告 らに生 じた精神的損害 と財産 的損害 の総額 が、一審被告が

支 払 った賠償金の総 額 を超 えな いので あれ ば、費 目の別 を問わず、また、

世帯構 成員間で、充当 され る必要が ある とい う極 めて合 理的な主張で あ

り、かつ、 自主賠償 やADR手 続 き を通 じて既 に支払った賠 償金 の返還

を求 め るもので はないため、合意 に反す る 「蒸 し返 し」 の主張で もな い。

このよ うに、弁済の抗弁 は、民事訴 訟制度で認 め られた正 当な防御権 の

行 使 、す なわ ち、裁判 を受 ける権 利(憲 法32条)の 行 使 そ の もので

あって、一審原告 らか ら 「背信 的」 な どとい った レ ッテル を貼 られ た上

で、非難 され るいわれは全 くない。

なお、弁済の抗弁 につ いて は、本件事故 に関する同種の裁判例(東 京 高

判令 和令和3年2月19日 。 なお、 当該判決 は既 に確定 して いる)に お

いて 、 「同一の加害行為 によ る財産的損害 と精神 的損害 に係 る不 法行 為

に基づ く損 害賠償請求権 は、実 体法上の請求権 と しては1個 であ り、訴

訟物 として も1個 で あって、金損害 の一部 につ いて損害賠償 を請求す る

一部 請求 に対 して弁済 の抗弁が主張 された場合 、被害者 に生 じた財産 的
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損害及び精神的損害 の全損害額 を認定 した上 で、その全額か ら弁済額 を

差 し引音、そ の残額が一部請求額 を超 えない ときはそ の残額 を、それ を

超 え る場合 には請求額 を認容 し、残額が なけれ ば請求 を棄却 す ること と

な る」 と し、 「一一審原告 らに生 じた全損害 を認定 した上で、一審 被告東

電が支 払 った既払金 の全額 を控除 し、そ の残額 の有 無や 金額 によ り認容

額 を判断す ることとな る」 「避難生括 による慰 謝料 に対 する弁済 と して

され た支 払い も、それ以外 の精神的損害 に対す る慰謝料 に対 する弁済 と

して された支払 いも1個 の損害賠償 請求権 に対す る弁済で ある として抗

弁の成否 を判断すべ き」 と判示 し、 ごれ を認 めて いる。 また、一審被告

東電 の弁 済の抗 弁が時機 に後れた防御方法で はない こと、弁 済の抗弁が

認 め られるぺき ことにつ いて は、一審被告東電 の控訴 理由書60頁 以下

のとお りである。

(3)ADR和 解 手続 について(一 審原告 ら控訴理 由書(責 任論②)55～5

9頁 に対する反論)

ア ー審原告 らは、一審被告東電 がADR手 続 の一部 において、和解 に応

じなか つた ことをもつて不誠実であ ると非難 する(一 審原告 ら控訴理 由

書(責 任論②)55～59頁 に対する反論),

イ しか しなが ら、ADR手 続 において請求された ものが、本件事 故 との

聞 に相 当因果関係が認め られない場合や、損害の発生を基礎づ ける資料

がない場合等、ADRに お いて和解 に応 じな い状況 も当然にあ り得る。

また、一審原告 らは、小網木地区ADR、 　福島市大波 ・雪内地区AD

R、 相馬市玉野地区ADR等 、一審原告 らとは関係 しな い者 との間のA

DR手 続 について言及 して いるが、 これ らが如何な る理 由をもって一審

原告 らとの関係で精神的苦痛 を生 じさせたのか不明である。 以上
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